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〔教育福祉研究第7号 2001]

施設内虐待研究の視角と方法
一一障害者施設における意待の発生構造についての包括的研究枠組み

はじめに

「施設の中で何がなされているのか。それはまさ

に今日より明日への可能性の追求である。精神薄

弱といわれる子どもたち、生ける屍といわれてき

た護疲心身樟害児たち、人類のありとあらゆる欠

陥を身に背負わされて生まれてきた人々ともに、

松川敏道

行ってきた。未だ研究の途上であり完成されたも

のではないことを前提に、その問題に対する現段

階での考えを述べれば概ね次のようになる。すな

わち、「虐待の発生はおよそ単純な理由によって説

明しきれるものではなく、施設実践の抱える課題

が錯綜したなかで発生しており、単に施設職員鋪

人の問題に帰すのではなく、施設実践総体との関

施設の人々は、共感し、協同し、自分の限りある 係性で捉えられなければならないプ九

生命をその仕事にうちこむのである。そのことに 施設で発生する虐待に対するこうした見方は、

生きがいを見いだす」。重い欝等を持つこどもたち

に出会い、その子たちの存在理由と教育の意味に

ついて深く憾みながら、施設を新しい社会形成の

砦として位置づけ、そこで働く人々の姿勢を示し

た糸賀の言葉である{~瞳害者福祉の実践の場の

関心が施設から地域へと移行しつつある今日にお

いても、糸賀の地道な施設実践とそこから生み出

された「この子らを世の光に」が意味する思想は、

施設に働く人々に今もなお重要な問題を提起し続

けている。おそらく、志したその動機はどうあれ

現在施設で働く人々の多くも、彼らに共感し共に

歩みながら自らも生きがいを感じている、あるい

は少なくともそうありたいと躍っているのが今も

変わらない施設職員の姿ではないだろうか。

しかしながら、実践現場はそれほど簡単な世界

ではない。机上の論理や理念を異現化しきれない

様々な難しさを抱えている。そうした現場の難し

さが生み出す問題の一つが、昨今現場に密着する

人々やマスメディアなどによって触発され続けて

いる虐待の問題である。彼らに共感し自らも生き

がいを感じながら仕事をしたいと思っているはず

の施設職員が、なぜ虐待を起こしてしまうのか。

筆者は、その問題意識から知的障害者施設におけ

る虐待の発生要閣の構造的解明に関する研究を

従来の先行研究ではほとんど見あたらなかった。

というよりも、そもそも知的障害者施設で発生す

る「虐待J という現象を正酷から捉え議論すると

いうことが、これまでの研究ではほとんどなされ

ていなかったと言える。

知的賭害者施設の問題をめぐる 1980年代以降

の議論の様相を整理してみると(主に知的障害者

のいわゆる「人権Jに焦点を当てたものであるが)、

大きく 3つに分類することができるヘ一つは人

権保障のあるべき姿や現状のサービス全体に対す

る問題提起としての「総論」、残り二つは各論とし

ての「本人・当事者問題J I施設における人権保障」

であり、突き詰めるならば知的障害者の権利牲と

援助者自身の姿勢に対する課題性を明らかにしよ

うとしたところに収束され、いわば援助者自身の

さらなる自覚と努力を強調したものとさえ蓄え

る。ただし、援助者をとりまく課題に焦点、を当て

たものとして、施設実践の構造的側面から人権問

題を検討したもの(4)、また「利用者JI施設長JI職

の三者の関係性を整理した論文(5)などは、単

に援助者の姿勢や援助のあり方を述べたものでは

なく、人権侵害の発生要国を間接的な側面に焦点

を当てて論及したという意味で示唆を受ける部分

が大きい。これまで、に行ってきた筆者の研究は、



28 

そうした施設の抱える問題と虐待とを関連づけ、

虐待の発生要因を構造的に明らかにしようとして

ものであるが、いずれにしても従来の先行研究は、

「虐待」を正面から捉え、虐待発生の要関分析を行

うというスタンスの研究ではなかった。

そうしたなか、近年発刊された市川和彦の著書

が詮臣される。市川は、「こころやさしき人たちで

あるはずの援助者がなぜ虐待に走るのかJ との問

題意識から、特に援助者の心理過程に着目し、知

的障害者施設における虐待の発生メカニズムを明

らかにしようとした(九必ずしも学術的とは言え

ないが、虐待が発生する要因を援助者傭人の開題

としてではなく、援助者に影響する様々な問題と

関連づけて分析を行っている点においてそのイン

パクトは大きい。

そこで本論は、筆者の問題意識、分析視角にも

きわめて近似している市川の著書をとりあげ検討

を加える中から、今後さらなる研究の深化が必要

とされる虐待の発生構造及び関連する要因につい

ての包括的な研究枠組みを得ることを目的にす

る。まず、施設内虐待研究の理論的枠組みについ

て述べ、その視角から市111の研究を検討し課題を

指摘する。次に、その諜題がなぜ生じたのかを、

研究手法の問題と施設内虐待研究の独自の難しさ

に求め、今後の研究の方向性について述べる。

なお、公刊されたものとしては初めてであると

いうことも、市川の著書を取り上げる理由の一つ

であることを{すけ力日えておく。

1 .施設内虐待の理論的枠組み

まず、虐待が発生する要困を分析する理論的フ

レームワークをどのように考えたらよいのだろう

カ"0
虐待の現象をめぐっては、家躍を舞台に発生す

る児童虐待、老人虐待、夫婦問虐待が近年わが国

においても社会の高い関心を集めている。欧米で

は一般に、親から子どもへ、成人から老親へ、夫

婦問など家庭に内在するこれら異なった形態の虐

待を「家庭内暴力 (familyviolence) J と総称し、

分析の線本を家庭という「場」で捉えた見地から

の研究が蓄積されている。そこでの理論的枠組み

に関しては、未だ統一された見解は形成されてい

ないようであるがの、家庭内暴力を包括的に捉え、

あらゆる形態の暴力が発生する原因を家庭そのも

のに求めているのは社会的アプローチである。

社会的アプローチは、社会構造は人々と行動に

影響を及ぽすという仮定のもとに、家庭内暴力の

問題を個人よりむしろ社会的な環境に求めようと

するものである(8)。例えばその代表として、家庭に

暴力的傾向をつくる 11の特徴をあげ家庭に暴力

が発生する必然性を指摘したゲレスとストラウス

(Gelles & Straus) (9)や、見童虐待は貧困の問題に

あることを強調しそれが問題をエスカレートさせ

る環境的条件を準備するとしたベルトン(Pelton)

などがそうである(10)。いずれも傭人の問題には還

元していない立場と雷えよう。

家庭内暴力と施設内虐待とを単純に比較するこ

とはもちろんできないが、!霞待が起こる「場」の

問題としてその発生嬰因を考えようとした場合、

家庭内暴力で示された理論的枠組みを応用するこ

とは可能で、ありかつ有効で、あると思われる。なぜ、

なら、虐待の問題が現場に密着する人々やマスメ

ディアによって依然として触発され続けているの

は、その原因が個人の問題にあるのではなく、よ

り社会的な問題に組問していると考えるからであ

る。すでに実践現場が取り組んできた施設職員の

倫理綱領や行動基準などが必ずしも功を奏してい

ると言いきれないのも、虐待の発生要閣がより社

会的な問題にあることの証左と雪えよう。

市}IIにおいても、 n児童、障害者は虐待から守

られなければならない』と叫んでみたところで、

どうにもならない。ほとんどの援助者が虐待を否

定しているにも関わらず、なぜ、虚待はなくなら

ないのかJ という認識のもとにこの問題を捉えて

おり (11)、施設内虐待を社会的問題として考えよう

としている姿勢が何えるo もっとも市JlIが着目し

ているのは、援助者の心理過程?あり、明確に社

会学的に検討するということを謡っているわけで

はないので断言はできないが、援助者の心理に作

用する問題を示し、それと虐待とを関連づけてい
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る点において、その分析視角は社会的アプローチ

と位置づけることが可能である。

市川iは、まず虐待を「その行為が何らかの利用

者の治療、行動改善、状況改善、社会適応、社会

復帰を日的とし、ある理論に基づいて行われるも

の(志向的)Jと、「何ら利用者の益とは関係なく、

本能的、利己的に行われるもの(無志向的)Jとに

分類している。さらに行為者を「自己本位な自ら

の価値観、理念に基づくもの、あるいはその集団

に属しない第三者の価値観、理念などの影響に

よって行われるもの(自律型)Jと、「自己の意志

や価値観、理念とは加に、時集関内の他人または

集団からの社会的勢力、集団圧力によって結果的

に虐待を行うもの(他律援)Jとに分け、虐待のタ

イプを①志向的自律型、②志向的他律型、③無志

向的自律型、④無志向的他律型として提示してい

る。この分類を軸にそれぞれに関連する開題を示

しながら虐待発生のメカニズムを描こうとしたも

のであり、そのどれもが社会的観点から分析しう

るものと考えられる。

しかし、社会的アプローチという観点から市JlI

が描こうとした虐待発生のメカニズムを捉えなお

した場合、そこには看過し得ない問題がある。こ

のことは、そもそも市川が明確に社会的に験討す

るということを意識していなかったがために当然

のごとく生じる問題でもあるのだが、虐待を{国人

の問題に還元しないという立場をとっている以

上、この観点から批判的に検討することは必要で

あると思われる。具体的には、社会的なアプロ

チとして位置づけられ得る援助者の心理に作用す

る社会的な環境というものが、主に施設内の問題

に焦点があてられており、かなり隈定的であると

いう次の点を指摘しておきたい。

2.施設内虐待の社会的視角

一一従事者問題iこ熊点をあてて

(1 ) 施設職員の労働条件

最大の問題は、 r~入手が足りない~ ~仕事の内容

がきつい~ ~樟替の重い利用者が多すぎる~ ~閉鎖

的』など施設の物理的構造上の開題が指掘されて

久しい。もちろん、それらは重要な課題ではある

が、決定的問題関子ではない}12)として、明らかに

虐待に関係するであろうはずの社会的要閣を分析

の視野に十分組み入れられていなかったという点

である。虐待は援助関係における病理と規定し、

心ある援助者がなぜ虐待に走ってしまうのかとい

う問いに対する答えは、同僚や管理者の問題と

いった施設の内的関係にその多くを還元してし

まっているのである。

市川iがあえてこのようなスタンスをとるのは、

必ずしも明言はなされていないが、問題の原因を

社会に求めるより施設の内的関係を改善すること

の方がより現実的という判断があったと患われ

る。その意味で、市川が虐待の解決策として提示

している「事例検討会J rスーパービジョンJ r自

己検討Jなどの記述は、より実践的な問題提起と

して位農づけられよう。しかし、いかに施設内の

独自の問題ではあっても、施設が制度として社会

に存在している以上、常にその時代その社会から

影響を受けている社会的存在であり、施設や施設

職員に作用している社会の力、影響というものは

当然考えられることである。入手が足りない、仕

事の内容がきつい、障害の重い利用者が多すぎる、

間鎖的といったことは、単に物理的構造上の問題

なのではなく、そのように施設の存在を規定して

いる社会のあり方と見るべきであり、社会と施設

の関係を如何に把握するかがメカニズム解明の課

題とも関わってくるように思われる。こうした問

題のーっとして、例えば、労働条件の次のような

実態をここで紹介しておきたい。

1996年に北海道精神薄弱者愛護協会(現北講道

知的障害施設協会)が行った調査によれば、北海

道内の多くの施設の勤務体制は、「変則勤務の2恵

2交替制」と「変則勤務なしの宿直体制」をとっ

ている(13}。「変則勤務の 2直2交替制」とは、夜間

の勤務者が日勤者の終了時から就業し翠朝の日勤

始業時まで勤務する体制をいい、夜間の勤務者の

労働時間は実費的には 15時間から 16時間とな

る。「変則勤務なしの宿直体制」にいたっては、昼

間の勤務の継続延長上にあり、日勤者がそのまま
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宿確に入るというものである。また、宿直閤数は

月平均3.9盟であり、概ね週1屈のペースとされ

ている。

施設職員の労働条件を特徴づける宿直について

は、昭和49年労働省が示した「社会福祉施設にお

ける宿高勤務許可の取り扱いについてJ (昭和的

年7月初日、労働省労働基準局長、都道府県労働

基準局長宛通達、基発三三八七号)で一定の要件が

課せられている(叫。具体的には、「ー殻の宿直勤務

の場合と向様に、常態としてほとんど労働する必

要のない勤務のみを許可の対象とし、昼間の通常

の労働の継続延長である場合には宿直として許可

すべき眼りでない」という一般的要件のほか、①

通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後の

もであること、②夜間に従事する業務は、前記通

達で示されている一般の宿直業務の他は、少数の

入所見・者に対して行う夜尿起こし、おむつ替え、

検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作

限ること。したがって、疫聞における児童の

生活指導、起床後の着衣指導等通常の労働と間態

様の業務は含まれないこと、③夜間に十分睡眼を

とりうること、④上記以外に、一般の宿直許可の

際の条件を満たしていること、という 4つの具体

的要件である(1九しかし、筆者の臨床経験上から

いうならば実質的には仮眠もままならない状況で

あることが多く、現実の宿車体制は通達に示され

た条件とはほど速い。しかも、多くの場合宿直は

夜勤ではないという解釈のもとに労働時間にも換

算されていないのである。

勤務体制のこうした過酷さは、人員の数とも大

きく関係している。職員配置の最低基準は、現在

利用者4.3人に対し職員 1人(4.3:1)であるが、

これは 1948年に 7: 1でスタートして以来、1964

年に 6: 1、1966年5: 1、1976年4.3:1とな

り、その後25年を経た現在に至るまで改正されて

いない(16)。わずかに、震度加算費の交付によって

若手職員数の上乗せがある程度であり、「措置基準

レベルでの付加的・保障的対応j は遅れている状

況である{川。しかもこの比率は、あくまでも利用

者定員に対する職員の比率を表したもので、公休

や宿藍明けの職員、通院業務専任の職員などを除

くと、実質的な職員比率というのはさらに少なく

なってくる。例えば、以前筆者が勤務していた施

設では、日中の作業活動、生活全般を実質的に処

遇できるのは、平均して 5.6:1程度であり、宿直

時にあっては利用者30名ないし 40名を男女それ

ぞれ1名の職員で対応しているという状況であっ

た。このような状況では、いわゆる「把握」とい

われる最低限の援助さえ閤難になることもあり、

留の示す現行の職員配震基準がけっして十分でな

いことは明らかである。

こうした労働条件は、 1975年の「福祉見直し」

に見られるような経済基調の変化にともなう財政

的理由との関連が一義的には大きい。しかし、労

働条件が向上しない遠景には、このころ提起され

はじめた社会福祉の地域化を進める論謂の中で、

施設福祉の相対的な評価が低下しはじめたことも

原閣のーっとしてあるように恩われる。そこには

もはや、施設に「新しい社会形成の砦」というイ

メージはなしむしろ施設か地域かという二元論

の中で、施設の存在はマイナスイメージで捉えら

れてきた麗史的事実があったと言えよう (1九虐待

は、そうした社会に内在する施設への評価が遠因

として関係しているという見方も可能になるので

はないだろうか。過書官な労働条件が虐待の要閣と

してあるというばかりではなく、労働条件と

との関連をリアルに解析する作業は、そうした社

会と施設との関係を理解するステップともなるは

ずである。

(2) 施設職員の専門性

虐待を起因させる背景を施設の内的関係にのみ

求めることのもう一つの問題は、虐待を起こす職

員像そのものを把握し切れないという点にも現れ

てくる。市川iは、 4つの虐待のタイプそれぞれに

おいて虐待が起こる背景要臨を丁寧に検討してい

るが、そのうち施設内虐待のもっとも大きな特徴

としている「志向的他律製」を、次のように説明

しているo「援助者の利用者を主体として考えよう

とする意志を援助者自身の集団での生き残り欲求
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が越えるとき、援助者は利用者の播祉に逆行する

行為、また、利用者の自立を目的とする志向性を

多分に歪曲した形での行為を指導、訓練の名のも

とに、それを意識するしないは別として結果的に

行うことになるJ{19L すなわち、心ある援助者が

虐待を行うのは、そうでない援助者集団の勢力に

影響された「服従」や「向調Jの結果であるとい

うものである。しかし、虐待を起臨させる背景を

心ある援助者とそうでない援助者(もしくは集団)

とを対霞し、この二者の関係のみからみる視角は、

メカニズムを解明するにあたって射程が狭いと

わざるをえない。とりわけ問題なのは、心ある援

助者に影響を与える僻の存在について説明がなさ

れてむ〉ない点にある。心ある援助者が集団に影響

されて虐待を行ってしまうということは理解され

でも、そもそも虐待をはじめから肯定してしまう

ような援助者がなぜ存在しているのか、その援助

者たちを規定している要因は何かといったことが

明らかにされなければ、心ある援助者の苦悩に根

本的に応えることにはならないと言えよう。援助

者は、同じ施設職員という共通項をもちながらも、

どのような教育を受けてきたのかという学歴や専

門性、障害者観に影響を与えていると思われる世

代、職場内の地位や役割などその属性は様々であ

り、すでに他の社会的要因にも規定されている。

さらに、関連する常報や職場外とのネットワーク

など、施設職員を取り巻く他の資源の有無や活用

の影響ということも考慮される必要があろう。

待の背景は、施設の内的な問題のみで説明しきれ

るものではなく、援助者に関連するこうした他の

外在的な要閣を考慮するなかから、まず個々の施

設職員像を明らかにする作業が必要ではないかと

思われる。

ところで、それら外在的な要因のうち専門性の

問題は虐待との関連でどのような意味を持ってく

経ているのに対し、「仕事に必要な専門知識の習得

方法J (複数回答)では、「現場で実務を通してJ

が83.4%で、「大学J r短期大学jでは、それぞれ

41.4%、11.4%となっている(20)。すなわち、多く

の従事者が大学などの教育機関よりも、実務を通

じて専門知識を得ているということであり、専門

教育機関では誼接仕事に役立つ知識や技指はあま

り得られないということになる。一方、実務を通

じて専門知識を得るといっても、市]11も再三指摘

するように現場における実践論はまったく未熟と

いわざるを得ない。この実態を見る眠り、施設内

虐待の底に潜在する問題は、こうした現場におけ

る実践論の未熟さと実践的とは言えない専門教育

のあり方の二重の問題のなかに存在しているとい

う見方が可能になってこよう。たしかに、その専

門性とはいったい何かという大きな命題がある

し、専門性が担保されたからといってそれだけで

虚待がなくなるというのでもおそらくない。専門

性と虐待とが関連しているというのは、現段階で

はあくまでも推測の域を出ないものではあるが、

しかし施設内虐待という特性を考粛するならば、

あえて専門性の問題を積甑的に取り上げ虐待との

関連性を追求する姿勢はむしろ重要と考える。な

ぜなら、施設内藤待は家旗成員間での虐待と異な

り、それが職業として人聞に働きかけるサービス

の中で生じているからである。 1997年に発覚した

福島県白河育成富の事件は、様々な要国が複合し

ていながらもこうした問題の一端を端的に示した

ものであったね九

専門性の問題は単に虐待との関連で捉えるばか

りではなしわが閣における社会福祉専門教育が

未だ未形成であるという大枠のなかで論じる必要

性もでてこよう。いずれにしても、 1霞待のメカニ

ズムを社会的な視点、から解明しようとするなら

ば、こうした問題にまで掘り下げていく必要があ

るだろうか。 1990年日本ソーシャルワ…カー協会 る。

が行った社会福祉専門従事者を対象とした意識調

査によれば、知的樟害者施設職員の最終学涯は「大

学J64.3%、「想期大学J18.3%であり、この二つ

をあわせるとほとんどの従事者が専門教育機関を

3 .施設内虐待研究の分析手法

第2章では、施設の内的関係に焦点、をあてた分

析視角の狭さを、施設職員の労働条件と専門性の
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観点から指摘した。問題を施設の内部にとどめる

姿勢は、結局そこから導かれる解決策も施設職員

のさらなる自覚と努力に掃すというものになり、

その意味では従来の先行研究とあまり変わらない

とも替える。この意では、そうした問題の生じた

理由が(1)市川のとった分析の方法にあることを指

摘し、(泊施設内虐待研究の分析手法のあり方につ

いて検討する。

(1) 分析手法の問題点

虐待をタイプに分類することについては、まず

次のような意味を確認することができょう。すな

わち、一口に虐待と言ってもその発現形態は様々

であり、関連する要閣もその形態に誌じて多様な

様相を示してくることから、ある特定の読角から

虐待を整理し定義づける事は、背景要因を説明す

るにあたってその分析を容易にしてくれるという

点である。分類することは、そうした開題の整理

をすることであり、それはまた施設で発生する虐

待の伺を問題にするのかを認識するうえでも有効

となる。市111が虐待を4つのタイプに分類したこ

とも、そのような意図があったものと雪えよう。

しかし、市}JIのとった分類の仕方とその分類を用

いた分析方法には、指輔されなければならない開

題が2点若手在する。

市111が分類した 4つのタイプは、虐待者の精神

力動、集盟力動(グループ・ダイナミクス)に着

目し、虐待に至る援助者の心理過程から分類を試

箇対人独立襲

social independent influence 

みたものであった。すでに第1章でもふれたよう

に、それは①志向的自律型、②志向的他律盟、③

無志向的自律型、④無志向的地律型であり、この

うち「自律型J と「他律型J はレイヴン (Raven，

B.H)の「対人独立製」と「対人依存型j の概念を

モデルとしたものである。市111によれば、「対人独

立型」とは、影響の送り手が受け手の集団に属し

ていない場合の悟報勢力を基盤としている。「対人

依存型」は「公的依存J と「私的依存」とに区分

され、「公的依存Jは影響を持続させるために影響

掘による監視が必要となり、影響の送り手が受け

手の服従、向調に対し何らかの報酬を与える「報

酬勢力」や、服従しなければ罰を受けるのではな

いかという影響の受け手が抱く不安や恐れによる

勢力である「強制勢力」が影響力となる。「私的依

存型J は、①受け手にとって影響源が専門的に優

れていると評価される場合の「専門勢力J、②受け

手が影響掘をモデルとして認知している場合の

「準拠勢力」、③受け手にとって影響源は自分に対

して命令できる存在として認知している場合の

「正当勢力」の3つを基盤としており、影響棋の監

視は必要ない(圏一1)。そして、これらレイヴン

のモデルをもとに、国2に示したような分類を

f子っている(図-2)。

筆者は、レイヴンのモデルに関する知識は持ち

合わせていないが、少なくともこの説明からわか

ることは、分類の基盤が「影響の送り手受け手J

というように単に人と人との影響関保にあるとい

情報勢力 information power を含む

/報酬勢力 coercive power 
/公的依存型 ~ 

/" public dependent ¥¥¥ 
震対人依存型 く¥ ¥強制勢力 coercivepower 

¥¥ /専門勢力 expert power 
social dependent ¥私的依存型 ~ 

influence 垣ご一一準拠勢力 referent power 
官 privatedependent ¥¥¥ 

¥正当勢力 legitimate power 

出所)市JlI和彦 F施設内虐待 なぜ援助者がf霞待に走るのか』
誠信審房、 2000年、 27真。

図 1 社会的影響の対人独立型影響と対人依存型影響
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一一一一一一自律型 (対人独立費百十私的依存型)S 志向的唱Cごご一一←
一-僻型(公約依存裂<服従、問欝〉

~自律裂 (対人独立型+私的依存型)
・無志向約.....::::ご二一←

一一一~一一他律裂 (公的依存型<綴従、同欝〉

出所)市)11和彦『施設内虐待 なぜ援助者が虐待に走るのか』
誠f言害警E号、 2000年、 27頁。

国-2 虐待に至る援助者の心理過程からの分類

う点、である。したがって、第2章で指擁したよう

な問題の所在を施設の内的関係に止め、外在する

社会的要因を見落としてしまったのは、そもそも

こうしたレイヴンのモデルに依拠した分類を前提

としていたことに根本的な問題があったと言えよ

う。 1点目の問題はこの点、である。しかし、施設

内農持研究の難しさとも関わって、さらに問題な

のが次の点である。

それは、こうしたレイヴンの概念を援用した虐

待のタイプをはじめに措定し、そのタイプに基づ

いて虐待の背景を描き出そうとしたことである。

たしかに、市]11は4つのタイプを軸にそれに関連

する問題を丁寧に検討しているが、タイプとして

いる以上、それはあくまでも施設内に見られる

待の「穎型」を示したに過ぎないという点に改め

て注意を払う必要がある。広辞苑によれば、類型

とは「ある特徴を共通にしている一群の事物につ

いて、その特徴を拙き出して作った型」とあるが、

市川が示した 4つのタイプも、志向的、無志向的、

自律型、他律型というように虐待の特徴を抽き出

して作った型であった。しかし、そうした類型は、

それぞれがひとつの事実として認められるもので

はあっても、類型そのものからはなぜ施設職員が

虐待を起こしてしまうのかということを完全に説

明する事はできない。施設内虐待研究におい

要なことは、虐待が発生するのはおよそ単純な理

由によって説明しきれるものではなく、様々な要

閣が錯綜した状況の中で発生しているということ

の理解である。一人の施設職員が虐待を起こして

しまうきわめて複雑な状況を理解するには、何よ

り虐待を起こした施設職員の意識に忠実でなけれ

ばならないと蓄えよう。虐待の背景は、そうした

意識をつぶさに検討するなかからはじめて描き出

されなければならないのではないだろうか。

はじめに農待のタイプを措定したやり方はこれ

とは逆で、市111のとった方法は当然のことながら

このプロセスを無視する結果となってしまったの

である。第2章で指摘した問題、とりわけ施設職

員の労鞠条件の問題を見落としたのもこのプロセ

スを欠いたがために生じたと言え、結局市]11の描

いた背景要因というのは、その類型を単に説明し

たに過ぎないとさえ言うことが可能である。繰り

返すが、施設職員がどのような時になぜ虐待を起

こすのかという背景を理解するには、様々な要因

が流動的に影響している様を構造的に描き出す作

業がまず必要と考える。

(2) 分析王子法のあり方

では、そうした作業を具体的に進めていく方法

は、どのように考えればよいのだろうか。その手

がかりとして、自身の臨床経験からまず次のよう

なことを述べておきたい。すなわち、市川の示し

た施設内に見られる特有の集閤勢力のような問題

や、施設や施設職員に作用している社会的な要因

などは、施設職員にとって日常の業務の中ではあ

まり意識されることはないと思われる点である。

時々何かの機会に意識されることはあっても、い

つまでも思い悩むようなことはなく、日常のなか

ではいわば当たり前のこととしてその現状に開化

しているのが多くの施設職員の姿でトはないだろう

か。虐待に関連する要因の多くは、そうした普段

あまり意識レベルにはあがってこないようなもの

であり、それらの影響の結果最終的に施設職員の

「行為」として現れるものと考えられる。したがっ
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て、それを理解するには「調査対象者が自分の内

面に向き合う作業、無意識のものを意識化する作

業}22)が求められると言えるが、その方法的基盤

は質的研究法である。筆者は、この方法をとる場

合の意義及び留意点を次のように考える。

まず質的研究法をとる意義としては、見回が述

べるように、質的研究は量的研究からは得られな

い現実の生き生きとした異体的・直接的な情報の

提供を保障する(幻)という点があげられる。このこ

とは、施設職員の現実そのままの情報に近づける

ことを意味し、それはまた施設職員がどのような

時になぜ虐待を起こすのかという背景の理解を可

能にするものである。その際、上述したように施

設職員が如何に自分の内面に向き合い、無意識の

ものを意識化する毒事ができるかであるが、この点、

に関しては柘植の研究に示唆を受ける点が大き

い。柘植は、不妊治療に関する産婦人科鹿への聞

き取り調査において、その調査方法のあり方を次

のように述べている(24)。

rr不妊治療』技術のように親子、家族、夫婦、

男女といった人間関係や生命、自然、科学技術と

いった儲値観に係わる技術に対する態度は、調査

対象者が自分の内面に向き合う作業、無意識のも

のを意識化する作業が必要であり、それには調査

対象者に個別に対応しながら質問を行わなければ

ならない」とし、そうした不妊治療技術に対する

意見や態度を漏らさずに間き取りながらその理由

を探る方法として、各々の対象者に応じた「自由

会話」の必要性をあげている。

拓横が述べる方法は、異体的には「準自由会話

方式」と呼ばれるものであるが、これは質問項目

や願番などを鑑密に決めて行うフォーマル・イン

タピュ…または StandardizedInterviewと、テー

マに沿って自由に会話をするインブォ…マル・イ

ンタビューまたはじnstandardizedInterviewの

中間に位寵するものである(制。施設職員が行って

しまう虐待の行為は、施設職員自身の態度に深く

関係する事象である。それを理解する方法として

の調査者と調査対象者との相互作用の過程におけ

るダイナミクスの関保を通した「準自由会話方式」

は、まさに施設職員が自分の内部に向き合い、無

意識のものを意識化する事を可能にするものと

えよう。そして、このような特徴を生かすならば、

「準自由会話方式」はこの研究の関心事である農待

が発生する背景'情報の把握に適した方法と考えら

れる。

一方、留意点としてあげなければならないのは、

質的研究法の妥当性と信頼性をどのように担保す

るのかという点である。換言すれば、如何に科学

的客観性を高めるかということであるが、質的研

究法は、具体的事象をめぐる実証研究の議論の中

で、これまで科学的客観性の観点から消撞的評価

がなされてきたという特散をもっている。手元の

社会学辞典を紐解いても、技法レベルでの標準化

が容易であった統計的研究法との対比で、「標準

イL や「数量的客観化」の困難性を説明した記述

となっており、研究法としての積極的評舗は見ら

れない(2九この点について、準自由会話方式の有

用性を述べる柘植は、「人間の日常の思考や感情、

価値観といったものは f客観性.!IW再現性』を求め

ることでは得られない。調査者と調査対象者とい

う複数の人間の主観と主観で形成されているのは

当然であり、そのような調査こそが、開き取り調

査のような質的諮査には必要であろう。聞き取り

謂査から得られる資料とは『調査の場において、

調査者と調査対象者の梧互作用のなかで語られ

た』という現実である。調査の場における、その

文脈において語られたことであるという慎重さの

上で解釈して分析していくならば、限られた資料

からの普遍化も可能になると考える」とし問、調

査の善し悪しをはかる尺度は、「客観性Ji再現性J

ではないとしている O たしかに柘植が述べるよう

に、調査者と調査対象者の相互作用で語られた現

実とその慎重な解釈によってデータの科学性が高

まるという点で、基本的には筆者も柘植の視産を

共有するものである。

しかしそうは言っても、「準自由会話方式jのト

レーニングを受けたわけでもなく、今の筆者に

とっては、柘植が述べるような慎重なデータの解

釈をどこまで正確にできるのかということについ
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てはまったく心許ないのも事実である。実はこう

した点が、技法レベルでの標準化が容易で、あった

統計的研究法との対比で、質的研究法が評備され

てこなかった一番の理由なのだと言えよう。とも

すれば、柘植が述べる「準白出会話方式」という

ようなものは、職人芸的な要素をもっていると

えなくもないものであり、今後この研究手法を採

用していくにあたってはやはり慎重きが要求され

るものと言える。本稿では、この点、に関し詳細に

述べる場ではないが、それを克服する可能性とし

てグラウンデット・セオリー・アプローチをあげ

ておきたい。グラウンデット・セオリー・アプロー

チは、社会学におけるシカゴ学派によって提唱さ

れたものであり、近年和訳された文献もいくつか

公刊されている。そのうち解説書に近い文献のな

かで、「グラウンデット・セオリー・アプローチの

最大の特徴は、質的方法論に付着していたある醸

の神秘性を払拭し、数量的・質的という相違を越

えて研究方法論を議論できる地平を拓いたJ とい

う指摘があり (28)、筆者の関心事に対してきわめて

示唆的である。もちろん、グラウンデット・セオ

リー・アプローチがこの研究に適用可能なのかど

うか、さらに「準自由会話方式J との親和性はど

うなのかということ自体をまず検討しなくてはな

らないが、この研究の根幹ともなりうる質的研究

法をより確かなものとするために、グラウンデッ

ト・セオリー・アプローチについて一応見ておく

ことは有益と言えよう。いず、れにしろ、施設内虐

待研究における質的研究の枠組みと視座は、別稿

においてさらに検討することにしたい。

なお最後に付雷するならば、市111も質的研究に

依っているが、その方法論に関しては一切触れら

れておらず、この点が必ずしも学構的とは言えな

い理由の一つであることを指摘しておく。

おわりに

以上、社会的アプローチの観点から市111の文献

を批判的に検討してきた。具体的には、虐待の背

として重要な社会的要因を十分に射程に入れる

ことのでなかった分析の狭さが、主に施設内虐待

研究の特性を考蔵した場合の分析方法に問題が

あったことを指摘した。しかし、このような指摘

をもって市川の研究を挺めるものでは全くない。

むしろ、施設に内在する具体的問題を浮き彫りに

した点、は積極的に評価されるべきであり、この研

究から得られる示唆は大きい。最後に、筆者がこ

うした市川の文献を取り上げ批判的に検討を試み

た意義について整理を行い、今後の研究の方向性

について述べる。

市JlIの示した施設に内在する具体的問題は、決

して特定の施設の問題として取り上げたのではな

く、おそらく多くの施設に見られる普遍性の高い

問題として指摘したものだったと言える。実際、

例えば市JlIの提示した事例6，-朝、なかなか作業

に出ょうとしない担当の利用者を忍樹強く説得し

続ける新人援助者B(女)。そこへ先輩援助者が強

引に介入し、利用者に対し r甘えんなノ』と一喝。

利用者は飛ぶ、ように作業場へJ などは、おそらく

多くの実践現場でわりとしばしば体験するあるい

は自の当たりにするような場面と言えよう。

このような場面をどうしたらなくせるのだろう

か。市Jllは、虐待の温床をなくすために「援助者

の自らの変容、そのための工夫と努力(自律的側

面)がまずなされなければならないJ ことを強調

し、対策として一次対策から四次対策までをあげ

ている。そして、一次から三次は援助者の内面的

自己変容としての「自律型解決」、四次は強制力を

ともなう「他律型解決」としており、そのうち一

次から三次の例として「事例検討会J ，-早期発見の

具体的方法J rスーパービジョンと自己検討」を取

り上げ考察を行っている。ここで考察されている

内容そのものについては間違いでなく、市}11も指

摘するように対策は様々な側面からなされる必要

があることからも、それらが無意味と苦うつもり

はまったくない。しかし、すでに創1れてきている

ように、これらの対策は、虐待の背景を主に施設

の内的関係に求めた結果として導き出されたもの

である。換言すれば、虐待の要因を施設内の問題

として捉える限りにおいて、これらの対策の効果

を主張できるものと言えよう。市J11の研究を社会
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的アプロ}チから捉えなおした本論が示唆したこ

とは、むしろこうした対策そのものがとれない理

由が他にあるということではなかったろうか。そ

れは、施設や施設職員がおかれている今日的な問

題状況であり、施設内虐待の構造的問題として社

会的見地からの対応を要する課題である。この部

分の検討を抜きにしての「事例検討会J rスーパー

ビジョンと自己検討」などの対策が根本的な解決

につながるとは考えにくい。市JlIの文献を批判的

に検討した意義は、こうした施設内虐待の構造的

問題を捉える住括的な研究枠組みが得られことに

あったと言えよう。そして今後の課題は、言うま

でもなくそれな如伺に実証的に明らかにしていく

かということである。

施設内虐待に対する問題関心は、あらためて施

設の役割は何か、施設職員の役割は何かという根

元的な開いを投げかけてくる。施設の否定的見方

のともなった地域福祉が強調される今日、糸賀が

新しい社会形成の砦とした施設の今日的な存在意

義を杏が応にも考えざるを得ない。日本の障害者

施設は解体の淵にたっているのだろうか、それと

も今後も存続し続けていくのだろうか。この間い

に対する答えを出すことは蓉易ではない。

しかし少なくとも、知的障害者の施設数・在所

者数は、統計がとられはじめた 1965年以降一貫し

て増加し続けている現状を見る限り、最良の施設

ケアを目指した努力は今現在もっとも榎先される

べき課題である。市JIIは、施設否定論でも必要惑

でもどちらでもないという立場からこの研究を

行っているが側、施設内虐待克服の鍵は、むしろ

最良の施設ケアを如何なる手段をもって目指すか

というポジティブな施設の捉え方のなかから生ま

れてくるように思われる。それはあくまでも予感

に過ぎないが、施設に現実の社会制度の補完的な

意味合いを越える積極的な役割jを見いだしうると

するならば、それは何であろうか。施設内虐待の
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